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【１】令和８年度全国安全週間が始まります。 

◎全国安全週間の準備期間 

令和８年６月１日～令和８年６月 30 日 

◎全国安全週間 

令和８年７月１日～令和８年７月７日 

 

◎昭和３年に始まった全国安全週間は、今年で 99 回目を迎えます。 

事業場の皆様におかれましては、日頃より労働災害防止にご尽力いただいており、長期的に

みると労働災害は減少傾向にありますが、近年の状況に目を向けると、死亡災害は減少傾向

にあるものの、休業４日以上の死傷災害は平成 21 年以降、増加傾向が継続しています。 

◎特に、高年齢労働者の雇用増加等を背景として、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起

因する死傷災害（行動災害）が増加し続けており、また、死亡災害については、墜落・転落

などによる災害が依然として後を絶たない状況にあります。 

◎労働者が安全に働くことができる職場環境を築くため、令和５年３月に策定された第 14 次

労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進することが必要であることから、計画年次４年

目となる令和８年度においても、引き続き労使一丸となった取組みをお願いいたします。 

◎令和８年度の全国安全週間は、以下のスローガンのもと、更なる労働災害の減少に努めてく

ださい。 

 

多様な人材 

全員参加 

みんなで育てる安全職場 

 

◎準備期間中及び全国安全週間に実施する事項は以下のとおりです。 

（１）安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び 

安全意識の高揚 

（２）安全パトロールによる職場の総点検の実施 

（３）安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームペー

ジ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信 

（４）労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協

力の呼びかけ 

（５）緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

（６）「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施 

くまの労基   
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ひと、くらし、みらいのために 

  熊野労働基準監督署 

（全国安全週間実施要綱） 
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【２】令和８年（４月末時点）の労働災害状況 

死亡災害は ０件（前年同期 ０件） 

死傷者数は 25 人（前年同期－２件：－7.4%） 

 

災害件数が多い事故の型としては、転倒災害は９件（36％）、はさまれ巻き込まれ災害は５件

（20％）であり、これら２つの事故の型が熊野署管内における労働災害の半数を占めています。 

また、行動災害（転倒や無理な動作によるもの）としてみると、11 件（44％）発生しており、

昨年と同様に、熊野署管内の４割程度を占めている状況です。加えて、行動災害については、

うち 60 歳以上でみると 54.5％の６件、50 歳以上としてみると 81.8％の９件と、ほとんどの行

動災害が、高年齢又はそれに近しい年齢において発生している状況にあります。 

行動災害を防止するためには、高年齢労働者の特性に配慮したリスクアセスメントの実施や、

若年の内から身体能力の低下を防ぐ取組が重要となりますので、令和８年２月に施行されたエ

イジフレンドリー指針に基づく、エイジアクション 100 や転倒等リスクセルフチェック票等を

積極的に活用してください。 

 

 

【３】令和８年度 STOP!熱中症クールワークキャンペーンについて（再掲） 
平成 29 年から続く STOP!熱中症クールワークキャンペーンは、今年度も実施されます。 

実施期間は、令和８年５月１日から同年９月 30 日までであり、本年は、令和８年３月に示さ

れた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく措置を講じることとされてい

るため、昨年の熱中症に係る改正労働安全衛生法の実施事項とともに、同ガイドラインに基づ

く措置も講じる必要があります。 

なお、昨年の熱中症に係る死亡者数は、前年と比べ 50％の減少となっていますが、死傷者数

については、約 41％の増加となっているため、法令やガイドラインに基づく措置の確実な実施

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】産業医の解任報告義務化について 
産業医を選任した際には、e-Gov や労働安全衛生法入力支援サービスなどを利用し、電子申

請により選任報告を行うことが令和７年１月１日から義務となっておりますが、令和８年８月

１日から産業医を解任した際も同様に、電子申請により解任報告を行うことが義務となります

ので、産業医を解任する際には、ご対応よろしくお願いいたします。 

なお、産業医の交代に当たり、前任者を解任する場合は、従来までと同様に、選任報告書の

下欄の前任者の欄に必要事項を記載いただければ、別途解任報告書を提出する必要はありませ

ん。 
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 【５】 労働保険年度更新 

～ 年 度 更 新 は お 済 み で す か ～ 

 令和 8 年度の申告・納付期間は、７月１０日（金）までです。お手続がまだの事業主様は、期間内の

お手続きをお願いします。 

労災保険料率・労務費率・第２種特別加入保険料率については、前年度より変更はありません。

但し、雇用保険料率が令和 8 年度概算申告分より変更されていますので、ご注意ください。 

詳しくは、各事業場に送付される年度更新資料「申告書の書き方」及び厚生労働省ホームページ

の「労働保険年度更新に係るお知らせ」をご覧ください。 

１． 労災保険料率（令和 7 年度から変更なし） 
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２．労務費率 

 請負による建設事業において、賃金総額を正確に把握することが困難な場合に保険料の算定に

使用する労務費率は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第２種特別加入保険料率 

 フリーランス法の改正に伴い徴収側が改正され、特 12 に特定フリーランス事業が追加されました。 
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４．雇用保険料率 

 失業等給付等の保険料率は、令和 8 年度概算申告分より、労働者負担・事業主負担ともに    

５／１，０００に変更になります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は６／１，０００に変更

になります。）。 

雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き３．５／１，０００です（建設の事業は

４．５／１，０００です。）。 

 

※ 赤字が、令和 8 年度概算申告分からの変更部分。 

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業

については、一般の事業の率が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 年 度 更 新 は  お 済 み で す か ～ 

労働保険の年度更新手続は、 ７月１０日（金） までに！ 

 

 令和 8 年度の申告・納付期間は、７月１０日（金）までです。お手続がまだの事業主様は、期間内の

お手続きをお願いします。 
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【６】令和８年労働災害発生状況について（令和８年４月末現在速報値） 

 

 


